
Works Review Vol.5(2010) ,202-205

間接雇用における休業手当の考察 
―派遣労働者を例にとって― 

中村 天江 リクルートワークス研究所・研究員 

派遣労働者の休業手当は「雇用の安定化」の問題と不可分である。雇用期間が長期化しても，派遣先がなく就

業できない期間に，適切に賃金が支払われなければ意味がないからである。また，間接雇用である派遣労働の休

業手当について，すでに判例や学説が積み重ねられた直接雇用の休業と同様に考えてよいかも議論の余地がある。

派遣労働者を例に調査や判例から間接雇用の休業手当に関する考察を試みた。
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Ⅰ．問題意識

 派遣元事業主が派遣労働者に支払う休業手

当について，考察を行うことは一定の価値があ

ると考える。なぜなら，派遣労働者の休業手当

は，雇用の安定の問題と表裏一体だからである。 
第 174 回通常国会に労働者派遣法の改正法

案が提出され，自由化業務（製造業務含む）の

派遣は常用雇用１以外禁止となる見込みであ

る。派遣労働者の雇用期間が長期化すればする

ほど，反作用として，次の就業先が確保できな

い事態が発生する。改正法が施行されれば２，

派遣元事業主は収益構造に直接的な打撃をこ

うむる。次の就労が開始されるまで，派遣労働

者の賃金を低くおさえようと判断する可能性

も生じる。

 賃金は労働者にとって最も重要な労働条件

の一つである。本稿では，派遣先事由による労

働者派遣契約の満了・中途解除後の派遣労働者

の賃金について考察を行う。満了・中途解除い

ずれも，派遣元事業主が次の就業先を確保でき

ない，もしくはしない場合，派遣労働者は休業

を余儀なくされる３。

Ⅱ．派遣労働者の休業の実態

派遣労働者に対して休業手当がどの程度支

払われているか把握するために，リクルートワ

ークス研究所が実施した「登録型派遣労働者の

再就業に関する調査４」にて，労働者派遣契約

が中途解除になった後も雇用契約が継続した

登録型派遣労働者 114人５の賃金についての集

計結果を図表１にまとめた。

114 人中 88 人（77.2％）が全く賃金を支払

われておらず，16 人（14.0％）に 100％の賃

金が，6 人（5.3％）に 60％の賃金が支払われ

ている。中には，雇用契約終了後の登録状態を

休業状態だと認識している登録型派遣労働者

も存在する可能性があるため，非自発的な理由

で労働者派遣契約が満了・中途解除になった後，

派遣元事業主から自宅待機・休職の指示のあっ

た登録型派遣労働者 26 人に限った集計も確認

しておく。26 人中 18 人（69.2％）には全く賃

金が支払われておらず，4 人（15.4％）に 100％
の賃金が，2 人（7.7％）に 60％の賃金が支払

われている。やはり，賃金を全く支払われてい

ないとする回答者が過半数を超え，賃金の

60％と回答した者も一定数存在する。 
使用者に責のある休業では，労働基準法 26

条により，使用者は最低でも 60％の賃金を支

払わなければならない。この調査から，法定下

限さえも支払われていない登録型派遣労働者

の存在が明らかになった。

調査結果を補完するために，派遣元事業主４

社にヒアリングを行った６。休業手当を賃金の
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図表１ 休業手当の割合 

出典：ワークス研究所「登録型派遣労働者の再就業に関する調査」 

80％とする派遣元事業主が１社（Ａ社：特定

労働者派遣事業・大手），60％とするが２社（Ｂ

社，Ｃ社：いずれも一般労働者派遣事業・大手），

派遣先の損害賠償が 60％以上であった場合は

その金額，損害賠償がない場合は 60％として

いるが１社（Ｄ社：一般労働者派遣事業・大手）

であった。

Ｄ社から雇用関係が終了しているにもかか

わらず，派遣労働者は休業と誤って認識し，上

記調査に回答しているのではないかとの指摘

があった。根拠の一つとして，Ｄ社では派遣労

働者に確認のうえ，雇用契約を変更し，雇用契

約期間を短縮することが挙げられた。Ｂ社から

は，再派遣先が見つからない期間も休業扱いに

せず，「基本給＋稼働給」という賃金体系にて

運営をしている特定派遣の派遣元事業主も存

在するとの指摘があった。現時点では，Ｂ社は

そのような賃金体系ではなく，再派遣先が見つ

からず，研修等にも参加させない場合，休業扱

いとしている。Ｂ社は労働協約等の特段の定め

はしておらず，派遣労働者に対して「労働基準

法にのっとり 60％の休業手当を支払います」

と説明しているとのことだった。

ヒアリングを行った４社はいずれも大手で

あり，法令遵守意識は高い。Ａ社の支払い水準

が高いことから，常用型派遣に軸足をおいてい

る派遣元事業主の方が，休業時の賃金水準が高

いと考えられる。常用型も含めた派遣労働者全

体では，休業手当の賃金水準は上記集計よりも

高いだろう。また，派遣労働者にとって，雇用

契約と労働者派遣契約，登録状態と休業状態の

明確な区別は容易ではない。誤った認識にもと

づく回答が調査に紛れ込むことを前提に，結果

をみる必要がある。この前提をふまえてもなお，

出現率が傑出していることから，休業手当の法

定下限 60％を下回る支払いが，現実に一定割

合存在すると考えられる。

Ⅲ．休業に関する法令

休業時の賃金にかかわる法律には，民法 536
条 2 項と休業手当について直接定める労働基

準法 26 条が存在する。 
民法 536 条 2 項は，債権者（使用者）の責

に帰す事由による休業であれば，債務者（労働

者）は 100％の賃金を受け取る権利を有すとし

ている。労働者が権利を行使しないことや，労

働協約や就業規則など，労働者と使用者の合意

によって，この規定を排除することができる。

労働基準法 26 条は，使用者の責に帰すべき事

由による休業の場合は，平均賃金の 100 分の

60 以上の手当を支払わなければならないと定

める。罰則つきの強行規定であり，労働基準法

26 条に違反する労働協約や就業規則等の特段

の定めは認められない。

なお，民法 536 条 2 項よりも労働基準法 26
条の方が，「使用者の責に帰すべき事由」の範

囲が広い。民法 536 条 2 項の帰責事由とは，

使用者の故意，過失，または信義則上これと同

視すべきものであり，労働基準法 26 条の帰責

事由は，さらに使用者側に起因する経営，管理

上の障害をも含む。資金難や資材入手等は，民

法 536 条 2 項の帰責事由にはあたらないが，

労働基準法 26 条の帰責事由にあたる（森戸

2006 等）。 
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Ⅳ．間接雇用における休業

派遣労働者や派遣元事業主に帰責事由があ

る場合の休業は，直接雇用と同様に考えること

ができる。しかし，派遣先事由に端を発した休

業をどのようにとらえるかは，間接雇用特有の

命題である。労働者派遣契約と雇用契約の区別，

独立の程度と，派遣元事業主の責任範囲の２つ

が重要な論点であろう。

労働者派遣契約と雇用契約は，従来，業界慣

習のみならず，判例でも明確に区別されていな

かった（山川 2008）。しかし，2009 年 3 月，

「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」

「派遣先が講ずべき措置に関する指針」（労働

省告示第 137 号，第 138 号）が改正され，派

遣先事由により労働者派遣契約を中途解除す

る場合は，休業等により生じる派遣元事業主の

損害を賠償しなければならないことが明文化

された。労働者派遣法の改正法案７にも同様の

条項が盛り込まれ，指針からの格上げが予定さ

れている。労働者派遣契約と雇用契約は別個の

契約であり，労働者派遣契約が解除されたから

といって，派遣元事業主の雇用責任は免れない

ように変わりつつある。

派遣元事業主の責任範囲については，いくつ

か検討しなければならない。まず，労働者派遣

契約の満了を派遣先事由ととらえるのかとい

う点である。この場合，派遣元事業主は派遣就

業の終了タイミングについて明示的に合意・認

識している。派遣労働者を満了後，研修を受け

させる，すぐに次の派遣先で就業させる，自宅

待機を言い渡す等は，派遣元事業主が使用者と

して判断すべきことであろう。満了後の休業は，

派遣先ではなく，派遣元事業主に帰責事由があ

るととらえるのが自然である。

次に中途解除時のとらえ方についてである。

現時点では，休業時の賃金だけを争点にするの

ではなく，労働者派遣契約中途解除にともなう

解雇の取り消しを求める裁判において，賃金の

判断も下されているケースが多い。ワークプラ

イズ(仮処分）事件（福井地裁平 21.7.23 決定

労判 984 号）では，派遣事業には，派遣労働

者の需要が様々な要因で変動し，かつその需要

を留保できないという特質があるとしたうえ

で，派遣元事業主は派遣労働者確保のメリット

と需要の変動リスク回避などを総合的に勘案

し雇用契約を締結しており，雇用契約期間内に

次の就業機会を提供できなかったことは，民法

536 条 2 項の帰責事由に該当するとし，賃金の

全額支払いを命じた。プレミアライン派遣労働

者解雇（仮処分）事件（宇都宮地裁平 21.4.28
決定労判 982 号）でも，全額支払いであった。

裁判所は派遣元事業主の帰責事由を，相当広く

とらえる可能性を否定できない。

ところがその一方，行政からの通達（基発第

0331010 号）は，労働者派遣契約の中途解除

が，直ちに派遣労働者の解雇を可能にする「や

むをえない事由」には該当せず，派遣労働者を

休業させた場合には，一般に使用者（派遣元事

業主）の責に帰すべき事由による休業に該当し，

派遣元事業主が休業手当を支払わなければな

らないと述べる。労働者派遣法の改正法案要綱

においても，「休業手当等の支払いに要する費

用」と記載するにとどまっており，労働基準法

26 条の休業手当が前提となっている。 

Ⅴ．総括

上記までの考察から，派遣先事由に端を発し

た休業では，行政は 60％の休業手当が安定的

に支払われるよう慣習を変えることを目指し，

裁判所は労働者保護の観点から，直接雇用同様

の基準に照らした判断をしていることが確認

できる。つまり，判断基準はまだ確立されてい

ないのである。労働者派遣制度という間接雇用

の特性をふまえたうえで，派遣先が決まらず就

業できない派遣労働者の適切な賃金水準に関

しての判例や学説の蓄積が待たれる。

有期労働者は契約期間において，期間の定め

のない労働者以上に保護されるべきであるが，

今回，そうではない実態も明らかになった。賃

金不払いや就業条件の不利益変更が発生して

いる。伍賀は理論研究を通じて演繹的に，労働

者派遣制度には「雇用主責任の空洞化」「労働

条件の低下」「雇用の短期化，細切れ化」のリ

スクがあると指摘した（伍賀 2009）。実証デー

タを活用した本考察の結果も，伍賀の指摘と整

合的だといわざるをえない。
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Ⅵ．インプリケーション  
 
 本考察から導かれる含意は２点ある。まず，

派遣労働者の「自分を守る力」を強化すること

である。派遣労働者は行使できる権利について

十分な知識を有していない。日本では，派遣労

働者に限らず，労働者のほとんどがこのような

知識を持たないだろう。集団的労働条件が適用

される期間の定めのない労働者は，使用者と個

別交渉の機会は少なく，問題は起こりにくい。

しかし派遣労働者の多くは個別労働契約者で

あり，さらに間接雇用の構造ゆえに，派遣先に

端を発した労働条件変更の可能性がつきまと

う。労働者としての権利知識を持たず，適切な

情報が開示されなければ，不利益をこうむるリ

スクが格段に高くなってしまうのである。 
リスクを最小限におさえるために，派遣元事

業主は労働者派遣制度のメリット・デメリット

を開示し，そのうえで，派遣という働き方を選

択するのかを労働者に委ねる「インフォーム

ド・コンセント」の導入を検討したい。さらに，

派遣元事業主もしくは教育過程において，労働

法の基礎知識など，労働者の権利教育を整備す

ることが急務である。 
 ２点目は，間接雇用における休業をどのよう

にとらえるかという点である。仮に労働者派遣

法が改正され，派遣労働者の常用化が進んだと

しても，派遣元事業主による妥当な雇用維持・

賃金水準・再就業先確保の努力はどの程度かと

いう問題が残る。いすゞ自動車（仮処分）事件

（宇都宮地裁栃木支部平 21.5.12 決定）では，

休業処分そのものに一定の条件が必要なこと

が示された。休業の発生確率が高いため，ダブ

ルワークを認める派遣元事業主も少なくない。

このような特性をふまえたうえで，就業できな

い派遣労働者の処遇として，どのようなものが

ふさわしいのかについて，社会的コンセンサス

の形成が必要だろう。 
本来，労働者派遣制度が，派遣労働者，派遣

元事業主，派遣先に付加価値をもたらすのが理

想である。派遣先の収益が向上し，高い派遣料

金が支払われ，賃金が派遣労働者に還元される

ことが望ましい。付加価値を生み出せなければ，

３者間で行われるはずだった利益の再分配は，

負担の再分配に変わる。負担の再分配として，

休業時の賃金が派遣労働者に適切に支払われ

ないようなことがあるのであれば，それは，経

済合理性の中に労働者派遣制度を位置づける

ことの限界のように思われる。 
はたして，派遣元事業主は経済合理性の中で

意義ある存在として機能し続けることができ

るのだろうか。派遣労働者の休業手当は，派遣

元事業主にその現実性をつきつける。 
 
                                                  
注 
 
１ 常用雇用とは，期間の定めなく雇用されている者，もしく

は有期の雇用であっても，過去１年を超える期間について引

き続き雇用されている者，または採用の時から１年を超えて

引き続き雇用されると見込まれる者のことである。 
２ 派遣法が改正されないとしても，派遣労働者の雇用が長期

化をはかれば同様の事態が発生する。 
３ 派遣元事業主が研修への参加や自社業務の支援を要請し，

休業にならないこともある。本稿では休業の場合についての

み考察する。 
４ 調査概要：2009 年 11 月インターネット調査。2004 年以降

に，登録型派遣労働者として労働者派遣契約の満了・中途解

除を経験した，もしくは，現在登録型派遣労働者として就業

している，18～34 歳の男女が対象。回収数 1234。 
５ 114 人の内訳は事務系 67 人，製造系 27 人，技術系 7 人，

その他 13 人である。 
６ ヒアリングは 2009 年 11 月～2010 年 2 月に実施。 
７ 第 174 通常国会提出（2010 年 1 月 18 日召集）。 
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